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関税法による措置
税関において、育成者権侵害物品の輸出入取り締まり

育成者
（新品種）

育成者権
権利の存続期間：

２５年（木本の植物は３０年）

登録品種の「種苗」、「収穫物」
「加工品」を、業として
利用する権利を専有。

農林水産省
知的財産課

↓
審査・登録

利用者

出 願

権利付与

利用料 許諾 侵害への対応

民事上の請求
・ 差止請求

侵害の停止・予防、侵害物等の廃棄を請求
・ 損害賠償請求・不当利得返還請求

侵害した者に対し、損害賠償を請求
・ 信用回復の措置の請求

業務上の信用を回復するのに必要な措置（謝罪
広告の掲載等）を請求

刑事罰
・ 懲役又は罰金

個人：１０年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金
（併科可能）

法人：３億円以下の罰金

無断利用者

新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである「育成
者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。

［育成者権の効力の範囲外の行為］
・ 試験又は研究の目的での利用
・ 農業者の自家増殖
・ 権利の消尽

登録の要件
・区別性 ・均一性
・安定性
・未譲渡性（最初の販売

から1年以内。外国にお
いては4年以内。）

・名称の適切性
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品種登録と育成者権の付与・保護

ＵＰＯＶ（ユポフ）条約は1968年に発効し、締約国は全世界で7４カ国・地域（ＥＵ及びOAPI（注）を含む）

（Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales：植物の新品種の保護に関する国際条約）

UPOV条約の概要

91年条約（新条約）

締約国数：55(2015.11現在)

78年条約（旧条約）

締約国数：19 (2015.11現在)

保護対象植物
全植物

（締結後10年間の猶予）
24種類以上

育成者権の及ぶ
範囲

種苗、収穫物 種苗のみ

育成者権の

存続期間

登録から20年以上

永年性植物は25年以上

登録から15年以上

永年性植物は18年以上

東アジア各国の

加盟国と加盟年

日本（1998年）

韓国（2002年）

シンガポール（2004年）

ベトナム（2006年）

日本（1982年）

中国（1999年）

目 的
新しく育成された植物品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することに

より、優れた品種の開発、流通を促進し、もって農業の発展に寄与することを目的
とする。

このため、ＵＰＯＶ条約においては、新品種の保護の条件、保護内容、最低限の
保護期間、内国民待遇などの基本的原則を定めている。

※ＵＰＯＶには新・旧の条約が併存しており、保護対象・権利の範囲等が異なる

※参考
ＷＴＯ加盟国：１６１カ国・地域

ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）
加盟国：１８８ヵ国・地域

（２０１５年１１月現在）

ＵＰＯＶ条約について

（注）アフリカ知的財産機構（OAPI）
アフリカ１７か国からなる、知的財産
に関する国際機関（本部：カメルーン）。
2014年7月にUPOVに加盟。

ＵＰＯＶ加盟国(７４カ国・地域）
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【出願件数の推移】

【登録品種数の推移】
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作 物 分 野 別 の 登 録 割 合
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5%
7%

5%

61%

17%

5%

食用作物

野菜

果樹

草花類

観賞樹

その他

（Ｓ53～Ｈ26年度）

登録品種数累計: 24,275
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注：①業種は、登録時点の区分である。その後の業種間の権利移転は反映していない。

②食品会社等は、その他業種の会社を含む。

③都道府県等は、市町村、公立学校を含む。

④国等は、国立学校法人、独立行政法人を含む。

出 願 者 の 業 種 別 内 訳

27%

53%

5%

1%

10%

4%

個人

種苗会社

食品会社等

農協等

都道府県等

国等

（Ｓ53～Ｈ26年度）

登録品種数累計: 24,275

個人 種苗会社
食品会社

等
農協 都道府県 国 合 計

花き・観賞樹 5,546 11,650 648 208 776 113 18,941(  78%)

食用作物 91 45 107 19 680 388 1,330 (  5%)

野菜 236 565 225 39 424 134 1,623(   7%)

果樹 540 185 37 52 301 167 1,282(   5%)

その他 54 325 234 15 228 243 1,099(   5%)

合 計
6,467

( 27%)

12,770

( 53%)

1,251

( 5%)

333

(  1%)

2,409

(  10%)

1,045

(  4%)
24,275(100%)

（Ｓ５３～Ｈ２６年度、件）

登録品種作物分野別・業種別の内訳
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ＵＰＯＶ加盟国における出願・登録の状況

出典：UPOV理事会資料（暦年）

注：ＥＵ（28カ国）は域内共通の品種保護制度を有する。

２０１４年におけるUPOV加盟国のうち、上位１０カ国

出 願 登 録 存続中の権利

順
位

国 出願数
全体に対
する割合

順位 国 登録数
全体に対
する割合

順位 国
存続中

の
権利数

全体に対
する割合

①ＥＵ 3625 23% ①EU 2681 23% ①ＥＵ 22557 21%

②中国 2026 13% ②アメリカ 1951 17% ②アメリカ 22527 21%

③アメリカ 1567 10% ③中国 996 9% ③日本 8274 8%

④ウクライナ 1447 9% ④ウクライナ 883 8% ④オランダ 7254 7%

⑤日本 1018 7% ⑤日本 863 7% ⑤ロシア 4246 4%

⑥ロシア 722 5% ⑥オランダ 537 5% ⑥中国 4020 4%

⑦オランダ 699 5% ⑦韓国 482 4% ⑦韓国 3932 4%

⑧韓国 661 4% ⑧ロシア 426 4% ⑧ウクライナ 3635 3%

⑨カナダ 345 2% ⑨カナダ 285 2% ⑨南アフリカ 2710 3%

⑩ブラジル 344 2% ⑩南アフリカ 273 2% ⑩ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 2542 2%

： ： ：

UPOV合計 15,499 100% UPOV合計 11,569 100% UPOV合計 106,081 100%
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海外からの出願状況

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

500

1000

1500

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

年度

出願件数
うち外国育成
外国育成割合

(２６年度)

出願合計: ９７９

うち外国育成: ４０６ (４１%)

（件） （外国育成割合：％）



外 国 育 成 品 種 の 出 願 状 況

35%

16%
13%

6%

6%

6%

6%

2%
10%

オランダ
ドイツ
米国
イスラエル
英国
デンマーク
フランス
アジア
その他

Ｓ５３～Ｈ２６年度

出願数累計: ９，９２６

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

①オランダ １３８ ①オランダ １４３ ①オランダ １５６ ①オランダ １４５ ①オランダ １４１

②米国 ４４ ②米国 ８０ ②ドイツ ８４ ②米国 ５９ ②ドイツ ６７

③ドイツ ３４ ③ドイツ ５９ ③米国 ８２ ③ドイツ ５０ ③米国 ５９

総数 ３７３ 総数 ４５３ 総数 ４７３ 総数 ４１５ 総数 ４０６
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種苗法第２条第１項
種苗法施行令第1条

農林水産物の生産のために栽培される全植物

・種子植物

・しだ類

・せんたい類

・多細胞の藻類

・その他政令で指定された植物（きのこ３２種）

・ＵＰＯＶ９１年条約では、締約国はすべての植物を保
護対象とすることが義務付けられている。
（７８年条約では２４種類以上）

保 護 対 象 植 物
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– 国内外の公然と知られた他の品種と重要な形質（形状、色、耐病性等）
に係る特性（丸い、赤い、強い等）の全部又は一部によって明確に区別
できること

– 同一世代でその重要な形質に係る特性の全部が十分類似していること
（播いた種子から同じものができる）

– 増殖後も重要な形質に係る特性の全部が安定していること（何世代増
殖を繰り返しても同じものができる）

– 日本国内において出願日から１年遡った日（外国においては、日本で
の出願日から４年（果樹等の永年性植物は６年）遡った日）より前に出
願品種の種苗や収穫物を業として譲渡していないこと

– 品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと等。

④未譲渡性（Novelty）

⑤名称の適切性（Suitability of denomination）

③安定性（Stability）

②均一性（Uniformity）

①区別性（Distinctness）
（種苗法第３条、第４条）

品 種 登 録 の 要 件
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１．重要な形質は、品種登録の要件である区別性、均一性、安定性
の審査に用いられ、品種登録の適否を判定するための重要な要素。

２．重要な形質以外の形質で差異があっても区別性は認められない。

３．我が国では、UPOVの指針に基づき、「重要な形質」を具体化した
ものを「審査基準」として使用。

○UPOVの特性審査（区別性、均一性、安定性）のための一般指針
＜特性審査に用いる形質に必要な要件＞
①一定の遺伝子型又はその組合せの結果発現するもの
②ある環境条件の下で、十分な一貫性と再現性があるもの
③品種間で区別性を確定できる十分な違いがあるもの
④詳細な定義及び認識が可能なもの
⑤均一性の要件を満たすもの
⑥安定性の要件を満たすもの

（法第2条第2項、第7項）
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重 要 な 形 質 と は



今回の諮問における重要な形質の見直し

１．区分を新設するもの

新規出願植物について、新たに重要な形質を指定 （２１種類）

２．UPOVテストガイドラインへの準拠等により改正するもの

・審査基準の国際調和を進めるため、 UPOVテストガイドラインに準拠して改正
（４種類）

３．審査の運用の結果等により改正するもの

・新しい品種グループや新しい特性を持った品種の出願に対応して改正（１種類）

・審査実績を踏まえ、UPOVの一般指針に沿って形質を整理し改正（４種類）

（５種類）
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６２５種類 ６４６種類 ３１１種類

９４種類

２１７種類

４０８種類

UPOV・TG整合済み
１５６種類

UPOV･TGへの準拠等
により改正 ４種類

１６１種類

４２８種類

UPOV・TG我が国の審査基準、
UPOV・TGが共に作成済み

我が国の審査基準とUPOVテストガイドラインとの関係

２１８種類

種類の新設
（２１種類）

２０種類 １種類

９３種類

我が国の審査基準



○ 「花きの振興に関する法律」により、農林水産大臣が認定した研究
開発事業計画 の成果として育成された品種に、種苗法の特例 を適
用。
○ 具体的には、花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針
に掲げる耐病性や高温耐性、日持ち性を有する等、国際競争力の強
化に資する新品種の育成に対し、出願料及び登録料（１～６年目）を４
分の３軽減。

種苗法特例の適用対象及び具体的な支援策

種苗法特例の適用対象となる新品種の育成（イメージ）

灰色かび病に対する抵抗性を持ち、
夏場の高温・多湿化でも輸出可能とな
るスイートピーの新品種

高温耐性を持ち、夏場の需要期に合
わせた安定供給が可能となるキクの
新品種

花きの振興に関する法律に基づく種苗法の特例について

種苗法の特例措置 輸出の拡大

国産シェアの奪還

※

※（参考）参照

区分 通常 特例措置
出願料 47,200円 11,800円
登録料
第1～3年
第4～6年
第7～9年
第10～30年

6,000円/年
9,000円/年
18,000円/年
36,000円/年

1,500円/年
2,250円/年

－
－

研究開発事業計画の認定件数 （平成27年11月30日現在）

※
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新たな生理的特性等に係る審査基準を作成

○品種保護制度では、植物ごとに、花や葉の形、色、大きさなどに係る調査項目を定めた審査基準を作成。

○一昨年１２月に施行された「花きの振興に関する法律」を受け、花き等を中心に高温耐性等新たな生理的特性を有
し、国際競争力の強化に資する新品種の育成及び品種登録出願が増加することが予想され、これらの特性を評価す
るための審査基準が必要。

○また、農産物輸出促進のため、諸外国の求める特性に応じた品種の育成が必要であることから、これらの特性を評
価するための審査基準が必要。

○本事業によって、上記審査基準を作成するための調査を委託。

＜新たな生理的特性＞
○高温耐性、低温耐性
○日持ち性
○病虫害抵抗性
○機能性（薬効・栄養成分）

＜新たに需要のある植物への対応＞
○これまで出願実績のない植物種類への対応

期待される効果

○花きを中心とする輸出拡大
○植物品種の新たな需要の開拓（機能性食品等）
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種苗特性分類調査委託事業 【9,313 (4,244)千円】（拡充）



産学官連携による種子病害等検査サービスシステムの整備
（必要な措置）
① 国内外の大学等における検査可能な病害の種類の情報収集
② 総合窓口による国別・農作物別に検査が必要な病害の種類のデータベース化
③ 国内外の病害検査手法の実証試験

総合窓口による種苗会社等の病害検査証明書の依頼を受付・発行
国内検査による種子輸出の拡大・コストの低減

○ 我が国から種子を輸出する際、輸出先国は無病性の証明を要請。
○ 我が国では、多種類・多件数の病害検査ができないため、検査を海外の検査機関等に委託。
○ 病害に関する情報のデータベース化、病害検査手法の開発、検査マニュアルの作成等を通じ、種

苗の輸出を支援。

輸出種苗病害検査手法実用化促進委託事業 【7,878 (3,600)千円】（拡充）

検査証明書
発行依頼・送付

総合窓口

検疫証明書
申請・発行

種苗会社

③ 実証試験

海外の検査機関
（米国Eurofins/STA、ｱｲ

ｵﾜ州立大等）

検査マニュアル
入手

民間検査会社民間検査会社

連携

連携

検査依頼・証明書発行

（注： 新たな仕組みとして追加）

研究独法・大学の研究室研究独法・大学の研究室

(公財)かずさDNA研究所(公財)かずさDNA研究所

種苗管理センター種苗管理センター

②データベース化

①情報収集

輸出先国からの
病害検査の要請

体制のイメージ
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○画期的な品種を飛躍的なスピードで開発できる環境が整備
○我が国種苗産業全体の育種力、国際競争力の強化
○世界の種苗市場に向けた我が国種苗産業のグローバル化

事業実施主体

種苗会社、個人育種家等

大学・研究機関等○利用可能なDNAマーカー等の情報

の集積

○ゲノム情報を活用した育種ができ

る環境を整備するため、

・DNAマーカーや遺伝子解析サー

ビスの提供機関の紹介

・マーカー育種モデル試験の実施

・セミナーの開催

種苗産業におけるオープンイノベーションの推進委託事業 【4,056 (4,507)千円】

○ 育種の効率化・高度化等を実現するDNAマーカーを活用した育種 が世界的に普及する中、
中小規模の種苗会社や個人育種家も多い我が国種苗産業界では、大手種苗会社を除いてDNA
マーカー等ゲノム情報の活用が進んでいない。

○ 種苗会社や個人育種家等が広くDNAマーカー等を活用した育種を実施できる環境を整備し、
我が国種苗産業の国際競争力を強化する必要。

・DNAマーカー（耐病虫性、花色等
の有用形質）の提供

・遺伝子解析サービスの提供
・DNAマーカーの開発

新品種の育成

ｹﾞﾉﾑ情報で何が
できるのかな？

どこに相談
すればいい
んだろう…。

※DNAマーカー育種とは

高品質、耐病性等の有用遺伝子のゲ
ノム上の存在位置の目印がDNAマーカー
であり、幼植物の段階でDNAマーカーの
解析により選抜を行う育種方法。

実際の植物の形質による選抜と比較
して、育種に要する時間と手間の軽減
等が可能。

※
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品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術等の実用化 【15,718 (0)千円】（新規）

（事業内容）
○ 海外へ輸出を図る農産物について、その品種をDNAレベルで識別する技術（DNA品種識別技術）の実用化を図る取

組を支援。 （補助率：１／２以内）
○ＤＮＡ品種識別技術について、税関、(独)種苗管理センター等で広く利用可能となるよう技術の妥当性確認を支援。

（補助率：定額）

○植物の無機成分組成や安定同位体比からそれが生産された産地を判別する技術（産地判別技術）の実用化を図る
取組を支援。（補助率：１／２以内）

ＤＮＡ分析手法の検討

①ＤＮＡ分析による品種識別技術の実
用化（補助率：１／２以内）

○税関、種苗管理センター等で広く利用が可能と
なり、権利侵害への適切な対応が可能

○権利侵害への抑止効果

○DNA品種識別と産地判別の組合せにより、育成
者権の実効性強化

第三者が別の施設で行って
も再現可能か確認

②識別技術の妥当性確
認（補助率：定額）

民間団体等
（公益法人や農
業協同組合等）

農産物の輸出促進
に取り組む産地

農産物の輸出を行っ
ている民間企業等

科学的根拠に基づく判別技術の実用化

③産地判別技術の実用化

（補助率：１／２以内）

微量元素組成分析 安定同位体比分析

○我が国で育成された優良品種（オリジナル品種）が海外に流出し、産地化されたりする事例が顕在化。

○こうした事態は、日本のブランドの信頼の低下につながるだけでなく、日本への逆輸入や、輸出先のマーケットでの競
合等につながる恐れがある。

○我が国で育成された品種の保護を図り、権利侵害の場合に適切な対処が可能となる環境の整備が必要。
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○麦、大豆等
・独法、県による品種開発
・県による奨励品種への採用
・県が主体となった種子生産

品種開発・種子生産の現状

○野菜、花き等
・民間種苗会社による品種

開発
・国内外の採種会社、農家

への委託生産
・野菜では８割が海外生産

○麦、大豆等
・奨励品種制度のため、個々

の生産者、実需者のニー
ズに応じた多様な品種の
種苗生産が困難

・県主導の生産体制のため、
民間参入がしにくい

○種苗安定供給体制の構築
・県、独法、種苗会社、農協

等の結びつきを強化
・種苗生産、検査、販売まで

を一体的に行う体制を構築
・多様な生産者のマッチン

グによるほ場及び人的資源
の有効活用

○採種技術の継承支援
・採種技術の体系化
・現行技術の後代への伝達

○野菜、花き等
・隔離された生産ほ場の確保
・採種生産者の高齢化、後継

者不足

○ 我が国の種苗生産は、国内での隔離ほ場の確保が難しいことや種苗生産者の高齢化等により体制
が弱体化しており、野菜においてはその８割を海外で生産。

○ 限りあるほ場面積や人的資源を有効活用し、市場のニーズに応じた種苗の供給を安定的に行う体制
を構築。
① 種苗生産関係者である県、独法、種苗会社、農協等のマッチングを行い、これら関係者の結びつき

を強化。
② 採種技術を後代へ伝達するために実施する研修を支援。

課題 対応方向

国内種苗生産基盤強化事業 【2,053 (3,000)千円】
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ジャガイモシロシストセンチュウ対策

国内初の発生を確認（H27.8）

（求められる対策）

抵抗性品種栽培による畑のセン
チュウ密度低減・封じ込め。
→我が国にはシロシスト抵抗性品

種がないため、早期育成（現在、系
統段階）、緊急増殖、普及が必要

① シロシスト抵抗性品種の種い
もの早期供給のために育成途
中の系統のウイルスフリー化
を早期実施

② 北海道内の発生地域へ配布
する種いもの緊急増殖

• 現状、１年１作ではわずかな増
殖率（約１０倍）

• 畑で原原種を生産しているた
め、シロシスト抵抗性品種の早
期大量増殖ができない

（新体系

期待される効果

① シロシスト抵抗性品種の普及開始が、１０年後から４年後に
短縮

② 抵抗性品種の大量増殖（約100倍）及び密植栽培により、
北海道内の発生地域へ早急な配布が可能

植物
工場

原原種 →  → 原原種 → 原種 → 採種

（慣行）

エアロポニックス（噴霧耕栽培）によるミニチューバー（小塊茎）の
大量増殖のための植物工場の設置が必要

10年間

４年間

ウイルスフリー化

種苗管理センターに必要な措置

エアロポニックスに
よるミニチューバー

抵抗性品種の早期供給に向けて

種苗管理センターに求められる対応

種苗管理センターにおける課題

ウイルスフリー化

（緊急増殖）

隔離
栽培
隔離
栽培

一般
配布

一般
配布

短縮効果

• 植物工場で年２作の緊急増殖を行い、
ほ場生産過程をカット

• 苗による増殖を行うことにより、ウイ
ルスフリー化の期間を短縮可能

ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性品種緊急増殖施設設備 【平成27年度補正予算399百万円】




